
　　■高年齢継続被保険者とは同一の事業主の適用事業に被保険者として６５歳に達した日から引き続き
　　　雇用されている者をいいます。

（注３）事業年度最終日に離職した者についても、事業年度中に在籍している者とみなされます。
　
　　■４月が事業年度開始の場合（３月決算の場合）
　　　４月１日入社、翌年３月３１日退職の者であっても、増加数に含まれます。

（注４）雇用保険データに、上記報告いただいた人数を加減し、達成状況の確認をさせていただきます。

（注５）本社・本店が、「雇用促進計画ｰ１」に記入したすべての適用事業所(連結納税制度を適用している法人の場合
は、連結子法人を含む）ごとに記入し、ご提出ください。※適用事業所を１０所記入している場合は、１０枚提出が必
要となります。
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（注１）雇用保険一般被保険者のうち、役員の特殊関係者や使用人兼務役員（使用人兼務役員の特殊関係者を含
む）は、税法上、雇用保険一般被保険者から除外されます。

　　■役員の特殊関係者には、以下の者が含まれます。
　　１．役員及び使用人兼務役員（以下「役員」という。）の親族
　　２．役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
　　３．上記１、２以外の者で役員等から生計の支援を受けている者
　　４．上記２、３の者と生計を一にするこれらの者の親族

（注２）雇用促進計画の雇用者とは、雇用保険一般被保険者のことをいい、高年齢継続被保険者は含まれません。
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雇用保険に加入している者で、以下に該当する者がいる場合は、該当する欄に人数を記載してください。
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人

適用事業所ごとの提出

兼務役員等についての報告書


